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◎ 委 員 会 日 程 

 

令和５年９月１３日（水） 午前９時開議 

 

 委員会日程第３号 

  日程第１   付託案件の審査、採決 

    議第４８号  令和４年度河北町一般会計歳入歳出決算認定について 

    議第４９号  令和４年度河北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    議第５０号  令和４年度河北町西里財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

    議第５１号  令和４年度河北町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

    議第５２号  令和４年度河北町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

    議第５３号  令和４年度河北町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    議第５４号  令和４年度河北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

延  会 

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       委員会日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○東海林委員長 おはようございます。 

   本日の欠席通告委員は２番漆山光春委員で

あります。 

   ただいまの出席委員数は12名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の委員会日程はお手元に配付のとおり

です。 

○東海林委員長 日程第１、付託案件の審査、採

決を行います。 

   議第48号令和４年度河北町一般会計歳入歳

出決算認定についての質疑を続けます。 

   委員長から申し上げます。 

   質疑の際には、最初にページ数、款、項、

目、節を、さらに質疑の内容を簡潔明瞭に述

べてください。また、答弁する当局側は、質

疑内容に対して漏れなく、かつ簡潔に答弁し

てくださるようにご協力をお願いします。 

   また、決算委員会でありますので、一般質

問に類するような発言は避けてくださるよう

お願いします。 

   それでは、９款から14款までの質疑を続け

ます。 

   最初に、「１番安達智勇委員」 

○安達委員 おはようございます。 

   大体同僚委員のほうから質問していただい

たので、１件だけお願いします。 

   決算書の122、123ページ、10款１項２目事

務局費の中で講師謝礼、謝礼と２つあります

が、これの違いと、あと謝礼の金額の内訳を

教えてください。お願いします。 

○東海林委員長 「秋場学校教育課長」 
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○秋場学校教育課長 決算書の122、123ページの

事務局費の中の講師謝礼と謝礼。講師謝礼に

は７万円、謝礼には164万8,500円あります。

この事務局費の講師謝礼と謝礼についてであ

りますが、講師謝礼につきましては、研修会

等のいわゆる外部講師の謝礼であります。一

方、謝礼につきましては、各種協議会とか委

員会でありますけれども、その委員の出席に

対する謝礼であります。 

   令和４年度の実績として講師謝礼７万円に

つきましては、河北町幼児教育振興協議会に

おける研修会と学校運営協議会における研修

会の外部講師に対する謝礼でありました。 

   なお、謝礼の164万8,500円につきましては、

主なものといたしまして学校運営協議会、各

小中学校７校ありますけれども、それぞれ10

人前後の委員の方がおられます。学校によっ

ては２回ないし３回の運営協議会を行ってお

りますが、その運営協議会の謝礼として48万

8,400円あります。 

   そのほかに就学時の健康診断、今、幼稚園

あるいはこども園の方で今後、来年度、いわ

ゆる令和５年度に１年生になる方の就学時の

検査、内科、耳鼻科、眼科、歯科などであり

ますけれども、そういった検診の折に31万

2,200円の謝礼。 

   あるいは、小学校の在り方検討委員会、令

和４年度は５月30日を皮切りに３回実施いた

しました。27人の委員の中には校長先生も含

まれていますので、謝礼の要らないといいま

すか、教職員を抜いた方に対して謝礼として

19万8,000円ほどの支出をしてございます。 

   また、地域学校安全指導員、町内を、小中

学校の巡回をしながら安全を点検していただ

いている方に対する謝礼としても26万6,000

円ほど、また、そのほかに細いところで１人、

２人といいますか、いろいろな謝礼というこ

とでありますので、合わせて164万8,500円と

なっているところでございます。 

○東海林委員長 「１番安達委員」 

○安達委員 ありがとうございました。すみませ

ん、詳しくありがとうございます。 

   以上で終わります。 

○東海林委員長 以上で１番安達智勇委員の質疑

を終わります。 

   次に、「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 おはようございます。よろしくお

願いします。 

   決算書120ページ、成果146ページ、９款１

項５目地域防災費の中にあります災害備蓄品

整備等事業についてお聞きします。 

   成果には、災害時に備え避難所用テントや

フリース毛布等の備蓄資機材を整備したとあ

るんですけれども、町が考える必要数に対し

まして現状の充足率はどのようになっている

でしょうか。 

   続きまして、後文、食料についても必要数

を計画的に備蓄したとありますけれども、ど

のような計画になっているのかお聞きします。 

   続きまして、同じく決算書120ページ、成果

148ページ、地域防災費の中にあります防災ラ

ジオの整備についてお聞きします。 

   令和４年度、防災ラジオ20台の実績を上げ

られているんですけれども、どのようなとこ

ろに設置したのかをお聞きします。 

   続きまして、成果150ページ、10款１項１目

学校訪問等についてお聞きします。 

   成果によりますと、教育委員が授業の参観

や教職員との意見交換を行ったとあるんです

けれども、１校当たりどれくらい訪問してい

るのか、お聞かせいただければと思います。

以上です。 

○東海林委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 おはようございます。 

   決算書120、121ページ、９款１項５目地域

防災費に関するお尋ねを頂戴いたしました。 
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   まず１点目、備蓄に関する災害備蓄品整備

に関するお尋ねでございます。 

   昨年度は、ただいまご質問いただきました

ようにテント類20セット、毛布類20セットと

いうことで購入をさせていただいたところで

ございます。 

   これまでの積み上げで申し上げますと、テ

ントにつきましてはこれをもって120セット

になっております。毛布につきましては同じ

く70セットということになっておりますが、

いわゆる委員ご質問の必要とする数というこ

とで申し上げますと、担当課としては500と考

えておりまして、それで申し上げますと、テ

ントに関しては24％、毛布に関しては14％と

いう充足率ということになります。 

   今、わざわざ担当課としてはというふうに

殊さら強調して申し上げたつもりでございま

すが、こちらの備蓄類に関しましては、昨年

度初めて開催しました防災減災機能・装備検

討委員会というものがございまして、避難の

在り方、備蓄の在り方等について、関係する

団体の代表の方々にお集まりいただいて話合

いを持ったところであります。 

   ただ、昨年開催した中では、町の情報をお

伝えして意見交換をさせていただいたんです

が、備蓄の必要性みたいなものも意見をいた

だいた中で決めたかったところなんですけれ

ども、決め切れなかったところがありました。 

   今年度もこの検討委員会を開催しますので、

引き続き、そういった部分もご相談させてい

ただいて、担当課としては500と申し上げまし

たけれども、意見を伺いながら、意見を踏ま

えた上での適正な必要性というものを今後決

めていきたいという状況になります。 

   あと食料に関する計画に関するお尋ねでご

ざいました。 

   食料に関しましては、地震を想定したとき

の避難者数2,800人とまず想定をしておりま

す。2,800人想定で１日３食掛ける３日間、こ

れでおよそ２万5,000食となるんですけれど

も、このうちの半分を備蓄で賄いたいという

考えの下に今進めているという状況になりま

す。 

   こちらのほう、すみません、私の聞き漏ら

しだったら失礼なんですけれども、委員から

は充足率というお尋ねはなかったかもしれま

せんが、昨年度末現在で9,793食となっており

まして、充足率は約78％ということでござい

ます。 

   あと続いて、同じページ、地域防災費の中

の防災ラジオに対するお尋ねでございます。

20台購入ということでのご質問いただきまし

たが、こちらもすみません、説明が長くなり

ますが、お付き合いをいただければと思いま

す。 

   ラジオの購入につきましては、令和２年度

から取組を進めております。令和２年度から

購入を進めてまいりまして、取組の初年度と

しては、要配慮者利用施設、いわゆる福祉施

設のほうに配付をさせていただいたり、当時

の自主防災会長さんや区長さんに配付をさせ

ていただいたと。そのほかに、２年度、３年

度と４年度と３年かけまして、いわゆる洪水

時に水平避難、立ち退き避難が必要と思われ

る地区の方々、あるいは土砂災害のおそれの

ある地域の方々、こういった地域にお住まい

のいわゆる要支援者といった方々に配付をさ

せていただいたということになります。 

   ３年間で合計420台を購入したということ

でありまして、そのうちの20台が昨年度購入

実績という答え方をさせていただきたいと思

います。以上です。 

○東海林委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 決算書123ページで教育委

員会費の教育委員の報酬というのがありまし

て、成果に関する調書では150ページに学校訪
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問等ということで内容を記載しているところ

であります。 

   教育委員の学校訪問、回数というご質問で

ありますが、小中学校、年間で１回ずつ訪問

しておりますので、教育委員としては７回訪

問、学校については１回ずつということでご

ざいます。 

○東海林委員長 「３番安孫子委員」 

○安孫子委員 ありがとうございます。再質疑い

たします。 

   まず、地域防災費の災害備蓄品整備等事業

について、食料についてだったんですけれど

も、賞味期限切れなどへの対応はどのように

されているでしょうか。 

   続きまして、同じく地域防災費の防災ラジ

オの整備について、こちらは町としてはあと

はほかに困っている方というのはいないとい

うお考えでよろしかったでしょうか。 

   続きまして、学校訪問等について伺います。 

   学校訪問されて意見交換されたと思うんで

すけれども、先生方からはどのような意見が

出たか、またその対応についてどのように行

ったか教えていただければと思います。以上

です。 

○東海林委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 災害備蓄品に関するお

尋ねでございます。 

   まず、食料に関して賞味期限切れのもの、

賞味期限切れが近いものということかと思い

ますけれども、この対応としましては、令和

４年度に関しましては実績はございませんで

した。たまたまですけれども、その年度に関

しましては賞味期限切れが近いというものは

なかったということになります。 

   参考までに令和３年度の対応を申し上げま

すと、当時ビスケットがご指摘のような賞味

期限切れが近いということで、５月に押切地

区で開催した水防訓練のときに訓練参加者に

配付をさせていただいたというところがござ

います。 

   同じビスケット、まだ少し残りがありまし

たので、その年の夏頃だったと思うんですけ

れども、小学生に配付をさせていただきまし

て、ローリングストックの考え方のチラシを

添えて配付したということであります。 

   あとは、もう１点いろいろ引取り先といい

ますか、それも調べていくうちに、東京にあ

るＮＰＯ法人がそういったものを引き取って

くださるということで情報をつかみまして、

ミルクについてそのＮＰＯ法人に送らせてい

ただきまして、福祉施設や生活困窮者等に配

付になったということでございます。 

   このように、先ほど申し上げたように令和

４年度はたまたま実績はございませんでした

けれども、当然、時期が来れば期限を迎える

商品等が出てきますので、その都度有効活用

してまいりたいと考えております。 

   ラジオにつきまして足りているのかという

ご質問いただいたと思うんですが、在庫管理

のほうになっておりまして足りている状況の

中で運用しているということでございます。

以上です。 

○東海林委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 教育委員会、教育委員の学

校訪問の際に意見とかその対応についてとい

うご質問でありますが、まず教育委員が学校

訪問しますと、校長先生から学校の経営概要

についての説明をいたします。その後、授業

参観といいますか、１時間の45分ですか、１

クラス当たり５分程度となりますけれども、

授業参観をして、その後、質疑応答というよ

うな時間を取っているところです。 

   ですから、学校経営についての校長の話に

ついての質問、もしくは授業参加をして子供

たちの様子を見ての質問などが特に多く見ら

れます。特に令和４年度については、タブレ
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ットを使った授業についての質問、あるいは

コロナ禍における給食の食べ方といいますか、

実際には６月に一度、西里小学校で給食の試

食も教育委員は行っておりますが、その前後

につきましても、子供たちの給食の様子など

も興味深く、どのようにしゃべっているのか

とか歯磨きはどうしているのかというような

ところの具体的な質問などもありました。そ

れに対して質疑応答した状況でありました。 

○東海林委員長 「３番安孫子委員」 

○安孫子委員 ありがとうございます。 

   地域防災については、いつ災害が起こって

もよいように準備をしていただければと思っ

ております。 

   また、防災ラジオについてですけれども、

必要な情報が必要な人に届くよう、様々な状

況を想定して整備をしていただければと考え

ております。 

   また、学校訪問につきまして、現場の声と

いうのは非常に重要でして、意見の収集、ま

たその対応については真摯に行っていただけ

ればと考えております。以上です。 

○東海林委員長 以上で３番安孫子真弥委員の質

疑を終わります。 

   次に、「５番石垣光洋委員」 

○石垣委員 それでは、質問をいたします。 

   ページ124、125、10款１項４目教育費、教

育総務費、教育研究所費、成果に関する説明

書では152ページ、教育研究所費の中で、研究

部会に関する説明が不登校を増やさない理解

と支援とありますので、ここでお尋ねをいた

します。 

   欠席日数が30日以上で、そのうち病気であ

るとか経済的理由であるものを除く不登校者

について、学年が進むにつれて複雑化する人

間関係に耐えられなくなって疲弊していった

り、周囲と自分を比べたりして学習や運動が

できないことに気づき自信を失っていく、そ

のようなことに原因があるのではないかと思

います。不登校の対策として、新たな１人を

出さないことが大切だと思いますが、分かる

授業づくりや、いやすい学校づくりに努めて

いると思いますけれども、対策についてお伺

いいたします。 

   不登校の理由を自分の言葉で表せない児童

もいると思います。大人でも合理的な説明を

することは難しいです。子供の様子に目を配

ることしかないのではと思いますけれども、

理解と支援についてお尋ねをいたします。 

   次に、128、129ページ、10款２項２目教育

費、小学校費、教育振興費、教材備品590万

8,392円とあります。主要な施策の成果に関す

る説明書では157ページ、説明書には教材備品

及び図書購入費とあります。図書購入につい

てお尋ねをいたします。 

   本の選択はどのように決められたのか。例

えば、先生の希望によって決められたのか、

先生たちが教科や読んでほしい本ということ

で決めているのか、図書館と連携して購入費

を抑えているのか。学校の図書も老朽化して

状態がよくないということもあると思います。

先生方の意見、時には生徒らの意見を聞きな

がら必要な図書を購入したのか。図書購入に

ついてお尋ねをいたします。 

○東海林委員長 「板坂教育長」 

○板坂教育長 石垣委員からは２点質問があった

と思います。１点目の不登校を増やさない理

解と支援についてお答えしたいと思います。 

   やはり不登校につきましては、日常の学校

生活の中で重要なことは、児童理解、それか

ら生徒理解を徹底するということであります。

そのための実態把握、様々対策をしておりま

す。 

   １つ目は、毎月、各学校より児童生徒の出

席状況調査を上げてもらっています。具体的

には、病欠で７日以上休んだ子、病欠以外で
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７日以上休んだ子、それに該当する児童名、

生徒名を挙げてもらっています。その一人一

人についての状況を記述式で書いてもらって、

毎月上げてもらっているところです。 

   日頃の増やさないための取組でありますけ

れども、まず第１点目は、委員からもありま

したように、先生方の毎日の実態観察、そし

てそれを情報収集して共有を図る。つまり、

子供たちの発する小さな変化、サイン、シグ

ナルを見逃さない、これを大事にしておりま

す。 

   ２点目、今議会でも取り上げられましたが、

様々な手法による診断調査があります。学力

テスト知能検査、これは学習面での調査であ

ります。それから、年２回、Ｑ－Ｕアンケー

トというものがありまして、これは学級診断

尺度調査というものであります。いわゆる集

団の中でどういう位置づけを示しているのか、

あるいは本人の学習意欲とか満足度をはかる

ようなテストであります。こういったテスト

の結果を分析しまして、児童生徒の不登校あ

るいはいじめの予防と先生方の指導力の向上

に役立てているところであります。 

   ３つ目は、日常の教育活動における自己有

用感、自己肯定感が得られるような指導内容、

指導体制をしく、これが３つ目であります。 

   こういった対策をしながら、残念ながら、

不登校ぎみ、あるいは不登校生が出現した場

合には、いち早くケース会議を開いておりま

す。つまり、チームで情報を共有し、組織で

対応しているということであります。 

   それから、２点目は、町の予算で教育相談

員２名を配置しております。それから、スク

ールカウンセラー、県予算で１名、町予算で

１名配置しております。これはいろいろな悩

みを持つ児童生徒、保護者等の相談に当たっ

ているところであります。 

   ３つ目、適応指導教室ゆうゆうを開設しま

して、学校になかなか通えない子がそこに行

って勉強して指導していると、そういった対

応を取っているところであります。 

   それから、２点目の図書購入に当たっての

図書選定に至る過程ということでお答えいた

します。 

   大部分は、先生方が指導上必要とする図書

の購入に充てているところであります。具体

的には、例えば、１年間の事業を見通したと

きに、宮沢賢治の詩集の学習があるとします。

「雨ニモマケズ」というような詩があるわけ

ですけれども、そういった学習を想定したと

きに、宮沢賢治が書いたほかの作品、例えば、

「銀河鉄道」とか「注文の多い料理店」とか

そういったものがあるわけですが、そういっ

たものの購入に充てます。これは国語だけで

なく、ほかの他教科もそうなんです。例えば、

社会科も学習する上でいわゆる調べ学習で必

要な図書、そういったところも出てくるわけ

です。そういったところで図書の選定に当た

っているということであります。 

   ２点目は、学校図書館司書、これは町の予

算で２名配置しております。各学校をローテ

ーションを組んで回っているわけですけれど

も、司書の方々からの情報収集によって図書

の購入を選定しているということであります。

そのようなことで、今、選定をしているとこ

ろであります。 

○東海林委員長 「５番石垣委員」 

○石垣委員 終わります。 

○東海林委員長 以上で５番石垣光洋委員の質疑

を終わります。 

   次に、「７番木村章一委員」 

○木村委員 120ページの９款１項５目地域防災

費、防災士養成講座受講負担金６万9,000円な

どについて、関連してお伺いいたします。 

   防災士が順調に増えているという状況だと

思うんですけれども、この防災士の方々が受



- 220 - 

講して、こんなことを申し上げたのは、明確

に防災士さんに何をしていただく、どういう

ふうに活躍していただくというところがなか

なか明確になっていない場合があるのではな

いか。何か発災、災害が起きたときに、防災

士さんがここが私の出番だということでいろ

いろやるという点では、なかなか明確に出番

が定められていないのではないかなあと思い

ます。 

   非常に災害対応で、意欲ある方々が防災士

になられているわけなので、こういった方々

に、例えば、発災時、河北町では、水害とそ

れから地震災害、２つの災害が主に考えられ

ると思うんですが、それぞれケースごとに、

そのときにどんな役割を果たしていただくか

などというのを明確にして、災害は本当にい

つ起こるか分からないということがあります

から、そのときに、役場職員などは異動があ

って、ずっとそのつもりでいる、自分がその

セクションにいたら当然やるつもりでいて

も、以前からの実際の経験が積み上がってい

ないので、防災士さんはそういう意味では異

動がないといいますか、ずっと防災士さんで

やられているので、そういった方々に役割を

果たしてもらうというようなことを令和４年

度中にいろいろ研究したとか、そういったこ

とがあったかどうかお聞きしておきたいと思

います。 

   次は、126ページと128ページ、小学校費と

中学校費の中の燃料費と光熱水費についてお

伺いしたい。 

   エアコンをそれぞれ全教室に配備をすると

いうようなことが完了しましたが、それを配

備する前の状況と、エアコンもついてからの

状況の中でのエネルギーといいますか、燃料

費、光熱水費の消費状況がどう変わったかと

いうことについてを比較して、どんなふうに

変わったと。それが結局、ＣＯ₂換算でどのぐ

らいの量になっているというようなことをち

ょっと説明を求めます。 

   以上２点、お聞きします。 

○東海林委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 決算書120、121ページ、

９款１項５目地域防災費に関して、その中で

の防災士養成講座受講負担金に関するご質問

をいただきました。順調に増えているという

ことでおっしゃっていただきまして、ありが

とうございます。 

   ただ、明確に何をしていただくのか分かっ

ていないのではないかと、令和４年度中にこ

ういった部分を研究したのかということでの

ご質問でございますが、正直申し上げまして、

地域防災計画の中などでは防災士さんに期待

する役割というのはうたってあるところはあ

りますけれども、これを確実に防災士の皆様

にお伝えしてこれたかといいますと、ここ最

近は少なくともちょっとできていなかったと

反省しております。 

   以前ですと、河北防災士会ということで組

織を立ち上げて、年に１回打合せをしたり総

合防災訓練に実際参加していただいていると

いうことはあったようですが、コロナ禍もあ

ってその河北防災士会そのものが開催できて

いないと。辛うじて昨年度の総合防災訓練に

は防災士さんに協力依頼はしましたけれども、

いわゆる話合いの場を持つには至っていない

という状況でありますので、そういったこと

を踏まえて、今年度に関しましては必ず各防

災士会、数年ぶりになりますが、開催に持っ

ていきたいと思ってございます。以上です。 

○東海林委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 決算書127ページの小学校

費、あと129ページの中学校費のそれぞれ燃料

費と光熱水費についてのご質問でありますが、

小中学校の各教室にエアコンの整備をしたの

は令和２年度であります。順次、夏休みから
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ずっと工事をして、令和２年度中にはエアコ

ンの設置になったわけでありますけれども、

そうしますと令和元年度はエアコンの設置が

なかったので、令和元年度と４年度の比較な

どが一番分かりやすいのかなとは考えており

ます。 

   令和元年度と令和４年度の、例えば、小学

校の電気代でありますが、金額的には約２倍

ほどになっております。ただ、これは物価高

騰、電気代の高騰等もありまして一概に比較

ができないところもありますので、いわゆる

使用量でいきますと、18％ほどの増になって

いるところであります。電気代とあと燃料費

ということで、灯油なども合わせて、いわゆ

る二酸化炭素の排出量ということでは、令和

元年度と令和４年度の比較では13％ほどの増

となっております。灯油に関しましては、ほ

とんど変わりはないんですが、電気代につい

ては、電気代の高騰もありますが、使用量も

増えている状況にあります。 

   一方、中学校でありますが、河北中学校の

電気料、令和元年度と令和４年度の比較、金

額的には2.5倍ほどになっております。監査委

員からの指摘等もあり、できるだけ節約をと

いうようなところもありますが、コロナ禍に

おいて、窓を少し開けながら冷暖房も使って

きたところもあるわけです。できるだけ対角

線にして風通りをよくして無駄を省きながら

というようなところは、学校現場にもお願い

をしながらやってきたところではありますが、

それにしても電気代の高騰、物価高騰もあり、

令和元年度との比較では金額的には2.5倍で

すが、使用量としては1.5倍ほどになっている

ところです。ＣＯ₂の排出量、これも38％ほど

増加しているような状況になっております。 

   現状としては以上であります。 

○東海林委員長 「７番木村委員」 

○木村委員 防災士に活躍していただく場面をつ

くるということでありますけれども、例えば、

発災時に水害、令和２年７月豪雨のときなど

は避難所を開設して受付になかなか時間がか

かったと。行政的には、名前をちゃんと確認

する、それから熱があるかどうかを確認する

などということをしっかりやりたいんだけれ

ども、そうすると手際がよくなくて非常に待

たされたとか、実際の避難所の運営もなかな

かうまくいかなかったなとかありましたが、

そういうときに防災士さん方にもちゃんと役

割を果たしていただくみたいなことなどが非

常に、防災士さんはずっと変わりませんか

ら、一度そうやって講習受けたり実際やって

みたりするとその経験が積み重なっていくの

で、そういった場面などに役に立っていただ

くようなことをぜひマニュアル化もしてやっ

ていくなんていうことを令和４年度もやるべ

きではなかったかと思うんですが、いかがで

しょうか。 

   それから、小学校と中学校の燃料費と光熱

水費のことに関してなんですけれども、令和

４年度の電気のほうのＣＯ₂換算と、それか

ら、燃料のほうのＣＯ₂換算の量、それぞれど

のぐらいなのか数字を教えてください。小学

校、中学校、それぞれお願いします。 

○東海林委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 防災士に関するご質問

をいただいたところでございます。 

   先ほどは総合防災訓練ということで申し上

げたところでありますが、防災士の皆さんに

おかれましては、総合防災訓練もそうですし、

あるいは各地域の地元の防災・減災に関する

訓練などにも協力をいただいております。 

   また、ただいま委員から避難所の開設に関

することもご質問いただきましたけれども、

県の防災アドバイザー資格を有する方を招い

ての避難所開設運営訓練の際にも、防災士さ

んに声がけして参加していただいているとい
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う状況がございます。 

   そういった中で、マニュアル化というお話

をいただきましたけれども、先ほど申し上げ

ましたように、河北防災士さん方一堂に会し

て意見を交換したりする場を設けてこれてお

りませんので、そこを今年度やっていきたい

と考えております。 

○東海林委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 小学校と中学校の燃料費と

あと電気料金のＣＯ₂の排出量換算というこ

とでありますが、小学校の令和４年度の電気

料金につきましては221トン、灯油については

141トン。 

   中学校につきましては、電気料金が令和４

年度106トン、灯油が７トン、あと中学校のボ

イラーを使って全館暖房しておりますので重

油があります。令和４年度は136トンでありま

す。 

○東海林委員長 「７番木村委員」 

○木村委員 防災士のことでありますけれども、

防災士さんは、そういう発災時の防災といい

ますか災害対応のときに、明確に、これがあ

なたの任務です、やってくださいみたいなこ

とになっていないと非常に動きにくい。何か

勝手にやると何で勝手にやっていると言われ

るような立場、消防団とも違う、役場職員と

も違うという立場なので、明確にこれをやっ

てくださいということを明確に位置づけをす

るということが必要なんじゃないかと思うん

です。 

   それを防災士さんの意見も聞きながら、地

元の活動もあるでしょうから、そういうのと

のすみ分けしながら明確に位置づけをして、

それをマニュアルなどにもしておくとする

と、発災時の窓口に行って、私、防災士など

でこれ仕事しますとやれるという思うので、

例えば、そういうふうな位置づけを明確にし

て防災士さんに大いに役立っていただくと、

培った知識と経験を役立てていただくとした

らいいんじゃないかと思うんですが、いかが

でしょうか。 

   それから、今、小学校、中学校のほうのＣ

Ｏ₂発生の量をお聞きしましたが、小学校の場

合には、電気のほう、電気使用量からのＣＯ₂

発生が221トン、それで灯油が141トンですね。

先日、昨日ですか、新庁舎についてお聞きし

たところによると、新庁舎１年間の利用で、

ＣＯ₂が191トンですから、これを小学校だけ

で超えてしまうというような状況があります。

特に、私は灯油使用量141トンを減らせないか

と。エアコン導入したので、エアコンの暖房

機能をもっとしっかり使って、それでは十分

に暖まらないのであれば不足する分を灯油で

補うとすると、トータルでのＣＯ₂発生量は減

らせるのではないかと思うんですが、この辺

について検討をしてきたかどうか、お聞きし

ておきたい。 

   中学校は、重油が、ＣＯ₂から見ると電気の

106トンに比べて重油から出る分が136トンと、

こっちのほうが多いわけです。これを導入し

たエアコンをしっかり暖房機能を使って、そ

れで足りない分を重油のほうの暖房で補うと

するとＣＯ₂は減らせるのではないか、そうい

った検討したことがあったかどうか、試した

ことがあったかどうか、試す考えがあるかど

うか、お聞きしたいと思います。 

○東海林委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 防災士に関してであり

ます。地域防災計画の中では、防災士につき

まして、町内会等の中核となって、平常時に

おいては自主防災組織における訓練の企画、

指導、住民への防災知識の普及活動を行うと

ともに、災害発生時においては率先して応急

対応活動に当たる自主防災リーダーという位

置づけをさせていただいております。 

   実際に発災時の対応ということであります
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けれども、各地区には当然区長さんおられ、

また自主防災会長もおられます中で、防災士

さんにつきましても、リーダーの１人として

地区の住民の速やかな避難、あるいは安全な

避難所での生活という部分にご協力をいただ

きたいというところであります。 

   なお、委員ご質問なのは、なお具体的な内

容かと思いますので、何度も先ほどから恐縮

ですけれども、今年度はきちんと防災士会開

催しまして意見交換をして、防災士さんがと

にかくいざというときに活動したくてもでき

なかったというようなことがないような体制

づくりに努めてまいりたいと考えます。以上

です。 

○東海林委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 小学校については、灯油を

使わずにエアコンでというようなことなんで

すが、夏場はエアコン涼しくクーラーで、冬

場はエアコン、暖房機能もあるんですが、や

はり暖まらないというのがあります。ＦＦ暖

房で灯油を使うということで冬場はやってい

るところであります。実際にエアコンで、夏

冬、年間を通して暑いときも寒いときもとい

うようなことにすればＣＯ₂の排出量は削減

できるということは認識しているところであ

りますが、何せ暖まらないというところがあ

りますので、そこは環境も大事ですけれども、

子供たちの学習の環境ということで、そこは

夏冬で変えているところであります。 

   中学校につきましては、夏場はエアコンを

使っておりますが、冬はどうしてもエアコン

では対応し切れない、暖まらないというよう

な状況から、重油を使ってボイラーでの全館

暖房をしているところでありますが、ＣＯ₂

の排出量、確かに数字から見ると高いところ

は承知しているところでありますが、どうし

ても全館暖房、重油を使っての今の暖め方を

していかないと、どうしてもエアコンでは暖

まらないという状況があります。 

   冬、特に朝晩については、ボイラーも稼働

が遅い、あるいは早めに止めてしまうという

ようなところから、灯油での対応など、スト

ーブ対応などもしているところでありますが、

今の現状、ＣＯ₂の排出量を優先ということは

確かにあるわけですが、温かさ、寒さ対策と

いうことで小中学校の対策をしているところ

であります。 

   現状としては以上です。 

○東海林委員長 「７番木村委員」 

○木村委員 防災士のほうは分かりました。 

   小学校、中学校の暖房にエアコンも活用し

たらどうかということでありますけれども、

私は別に寒くしろというわけじゃなくて、エ

アコン機能には暖房機能もあるわけなので、

そちらの暖房をやっぱり目いっぱい使って、

足りない分をそのほかの、小学校であれば灯

油をたいて温度を補うと。２つ使う、面倒く

さいかもしれませんけれども、そういうふう

にするとＣＯ₂減らせる可能性があると。そん

なに燃料費、光熱水費がそんなには増えない

のではないか、それでＣＯ₂を減らせるのでは

ないかというところを、まずはシミュレーシ

ョンしてみるとか、机上でもシミュレーショ

ンできるかもしれません。実際にやってみる

と。中学校も同じように、重油の使用量をで

きるだけ減らして、その分電気でやると。 

   なぜ電気が私いいかというと、最近、サー

モポンプという技術が開発されて、それで非

常にエネルギー効率よくなっているんです。

その部分でＣＯ₂を減らせるのではないかと

思うんですが、そこについて、教育長とか町

長など行って指導してゼロカーボンに近づい

ていくというような努力はされるべきではな

いかと思うんですが、いかかでしょうか。 

○東海林委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 今、中学校と小学校の議論、やり取
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り、指摘、私も聞かせていただいている中で、

この時点でちょっと考えていることを申し上

げたいと思います。 

   まず、当面のエアコンの設備状況、あるい

は暖房の設備状況、とりわけやっぱり中学校

の利活用というのが大きいですから、河北中

におけるＣＯ₂削減に向けた取組というのは

どういう形で有効なのかということは、しっ

かり研究というか課題意識を持って考えてい

く必要があるかなと。それを小学校等に順次

参考にしながら実践していくというような方

向づけが現実的なのかなと思います。という

のは、それは今のエネルギーの使用の状況が

１つ。 

   あともう一つは、学校の改修時期です。現

下の設備の中で、どう子供たちの学習環境を

温度管理していくかという問題と、あと設備

面からもいろいろな対応ありますので、やっ

ぱり大きな施設になってきますので、教室等

々も含めてあります。今、電気とエアコンと、

電気と重油といいますか油燃料、この２つの

中で今議論進めていただいていますけれど

も、その電気のところの設備の改良、あるい

は電気そのものからもＣＯ₂は排出されてい

るわけです。 

   そういうことも含めた場合に、私のこれま

でのいろいろエネルギー関係で関わってきた

頭でいうと、大規模施設のもう１つのアプロ

ーチとして、バイオマスですよね。要するに、

電気暖房というアプローチも今後技術革新に

よって出てくるかもしれません、効率いいも

のは。 

   ただ、今あったので言うと、油に代えて地

域で出てくるバイオマス資源を活用したボイ

ラー、この取組が今先行して行われていま

す。当然、バイオマスエネルギーというのは

電気と違って非常に流通にコストがかかりま

すから、そこは家庭なんかでいうとエアコン

のほうが手っ取り早いというのはあるんです

けれども、大規模施設、特に公共施設の場合、

バイオマスというのも１つのアプローチの選

択肢として入ってくるのかなと思っていま

す。 

   いずれにしても、ＣＯ₂削減のアプローチ、

あと学校の設備、とりわけ大規模な設備とい

うことになってくると、今度の改修、そうい

った観点からも、どう生徒児童の教育環境を

確保しつつ、ゼロカーボンの視点を織り込ん

だ対応を考えていくのかということについて

は、そういった視点も含めて私は考えていく

必要があるかなと思っております。 

○東海林委員長 「７番木村委員」 

○木村委員 町長からのそういったリーダーシッ

プも受けて、ぜひ学校現場でのＣＯ₂も可能な

ところでしっかり削減をしていくという観点

も持っていっていただきたいと思います。 

   以上で質疑終わります。 

○東海林委員長 以上で７番木村章一委員の質疑

を終わります。 

   以上で９款から14款までの質疑を終わりま

す。 

   次に、歳入全款についての質疑の通告を求

めます。 

   （５番、８番の通告あり） 

   確認します。５番、８番。落ちありません

か。 

   では、始めます。 

   最初に、「５番石垣光洋委員」 

○石垣委員 １点、お願いをいたします。 

   14、15ページ、１款３項１目町税、軽自動

車税環境性能割、当初402万円、調定額505万

7,000円。あと18、19ページ、９款１項１目環

境性能割交付金、当初340万円、調定額595万

9,000円。増の理由についてお聞きをいたしま

す。環境性能割交付金は、町の道路の延長、

面積に対しての案分だと思いますけれども、
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増えたのは税制改正によるものなのか、お伺

いします。 

○東海林委員長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前９時５４分 

     再 開  午前９時５４分 

○東海林委員長 休憩を解いて再開します。 

   「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 申し訳ございません。 

   環境性能割のお尋ねでございます。環境性

能割につきましては、当分の間、県のほうで

徴収して市町村のほうへ交付するものとなっ

ております。50万円以上の新車、中古車に課

税されるものであります。環境性能割につき

ましては、令和３年の12月で終了したため、

調定額、課税台数ともに増加になったところ

であります。 

○東海林委員長 「５番石垣委員」 

○石垣委員 終わります。 

○東海林委員長 以上で５番石垣光洋委員の質疑

を終わります。 

   次に、「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 先に14、15ページの町税についてお

尋ねします。 

   まず、いろいろな動きを見ますと、町税の

個人町民税でありますが、収入未済額が270

万円に対して滞納繰越が327万円ほどという

ことですので、全体的には減ったということ

で評価したいと思います。 

   また、同じように固定資産のほうも五百何

万円の収入未済額に対して、800万円ほどの滞

納繰越をここで収入済額としてありますので、

これも全体の中で減ったということで評価し

たいと思います。 

   次に、同じように都市計画税についても、

滞納繰越の収入未済額が収入未済額の２倍ぐ

らいになっていますので、総体的には減って

いるということで評価したいと思います。 

   お尋ねしたい点は、評価する中で、固定資

産税の中で不納欠損が147万9,071円と出てお

ります。その不納欠損についての説明をお願

いしたいと思います。 

   次に、交付税であります。交付税の中の私

がお尋ねしたい点は、地方創生推進交付金に

ついてのちょっと説明をいただきたいと思い

ます。 

   次に、20、21ページの使用料及び手数料、

14款の中の１項６目土木使用料の中の住宅使

用料であります。ここで収入未済額が472万

9,200円出ておりますが、これの町営住宅分と

定住促進住宅の分の内訳についてお尋ねしま

す。 

   それから、40ページ、21款諸収入の中の雑

入の中の過年度収入346万508円と収入済額が

なっていますが、この過年度収入の内訳をお

願いいたします。 

   以上、数点ですが、お願いいたします。 

○東海林委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 決算書14ページ、15ページ、

１款２項１目の固定資産税のご質問でござい

ます。 

   ２節の滞納繰越分が147万9,071円あるとい

うことでございますが、内訳につきましては、

15人の方がいらっしゃいます。地方税法18条

により時効が５年となります。また、滞納者

が生活保護受給者となると執行停止となりま

して、その停止期間が３年間継続した場合に

も欠損となる場合でございます。時効の方が

11名、個人です。あと会社等でございますが、

解散等で５年経過した会社が２人、あと生活

保護受給者となって執行停止となり停止期間

が３年間経過した場合の方が２人ということ

で、合計15人でございます。 

○東海林委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 質問でありま

すが、18、19ページの普通交付税のところで



- 226 - 

はなくて、24ページ、25ページの国庫補助金

の総務費国庫補助金のうちの地方創生推進交

付金、こちらでよろしいのかと思うんですけ

れども、そちらでよろしいんですか。 

   地方創生推進交付金1,422万5,677円であり

ますけれども、その内容でありますが、地域

商社の設立支援等の関連するものであります

けれども、関係人口の拡大とかそういったも

のに資するものがおよそ1,250万円です。それ

以外に、広域連携によりますＤＭＯの構築、

広域観光の促進で18万円ほど、あとは水産業

関係の内水面漁業地域の創生事業ということ

で11万円ほど、移住定住人材の確保戦略的展

開事業ということで30万円近くです。あと冬

のど真ん中の観光プロジェクトを広域で展開

していますけれども、それで113万円ほどにな

っております。以上であります。 

○東海林委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 13款１項14目の土木使用料

の中の住宅使用料の収入未済額の内訳でござ

います。町営住宅使用料として55万3,800円、

定住促進住宅使用料として417万5,400円にな

ります。以上です。 

○東海林委員長 「軽部会計管理者兼会計課長」 

○軽部会計管理者兼会計課長 過年度収入ですけ

れども、大きいところで定住促進住宅の使用

料、さらには町営住宅の使用料、あと給食費

保護者負担金、それから健康福祉のほうです

けれども、低所得者保険料軽減負担金の追加

交付金ということと、あと児童手当交付金の

追加交付金、さらには子育て世帯の臨時特別

支援の事業費補助金というのが名目になって

おります。以上です。 

○東海林委員長 「８番佐藤委員」 

○佐藤委員 まず、町税の固定資産の不納欠損に

ついてでありますが、お答え聞いています

と、倒産した会社だったり生活保護を受けら

れる弱者の方とかという話ですので、何かや

むを得ないかなというので理解いたしました。 

   次に、大変聞くところ悪くて失礼しました。

地方創生の推進交付金でありますが、いろい

ろな関係人口とかいろいろ国から頂いてあり

ますが、どうもどういうのに使われているか

というのを見ますと、地域商社絡みのものが

非常に多いんじゃないかなあと思うんですが、

この歳入を受けて地域商社絡みで一体全体ど

のぐらいの金額が出ているのかなと。例え

ば、農商工連携でも地域商社のほうに出てい

ますし、まちづくり推進でも出ていますし、

商工総務費の中でも、いろいろなところにお

いて地域商社絡みでお金が出ているように感

じるんですが、総額一体どのぐらい地域商社

にうちの町の予算の中で、そういう絡みで補

助したり委託したりしているのかということ

をお伺いします。 

   それから、今、過年度収入や住宅の使用料

についてお尋ねしましたけれども、そうしま

すと、過年度収入では定住の分が126万円幾

ら、町営住宅が67万円程度、そうしますと180

万円、190万円、200万円抜けるぐらいの過年

度収入あったわけですが、どうも住宅の収入

未済額が大きかったんじゃないかなという気

がするんでありますが、どこかに何か住宅に

対しての未収になった原因があるんですか。 

○東海林委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 地方創生推進

交付金の地域商社絡みの費用を支出した費用

ということでありますけれども、地方創生推

進交付金事業自体は令和２年度から４年度ま

での３か年で事業をしたものになっておりま

す。令和２年度、３年、４年と基本的にやっ

ていることは、アンテナショップでの関係人

口拡大のための事業、あとはかほくらし社、

地域商社を設立するための支援のための事業、

それ以外に、あとは戦略作物としましてイタ
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リア野菜、あとはワイン、ナッツ等の生産等

に係る事業ということが主な事業になってお

ります。 

   令和２年度から事業をやっておりますが、

まだその時点で地域商社は設立されておりま

せんので、２年、３年、４年とこの事業の支

出先は、大きいところでは基本商工会に支出

してそういった支援をしてもらったというよ

うな事業になっておりまして、３か年でおよ

そ7,300万円ほどの支出となっているところ

であります。 

○東海林委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 未収入額の額が大きい原因

は何かということでのご質問だと思われま

す。やはり同じ人の滞納が多くなっておりま

して、なかなか現年も含めて厳しいような方

がいらっしゃって、こちらのほうでもお声が

けはさせていただいているんですが、なかな

か難しい状況となっている。今後も、こちら

のほうの解消を目指して粘り強く交渉という

かお願いしていきたいと思っているところで

ございます。以上です。 

○東海林委員長 「８番佐藤委員」 

○佐藤委員 住宅使用料については頑張ってやっ

ていきたいということなんですね。今まで町

税のことでも町税の中で個人あるいは都市計

でも固定資産税でもそうです。今年度の未収

額より滞納繰越をいっぱいいただくことによ

って総額が減っていくということになります

ので、やっぱり過年度でいただいている分を

超える収入未済額とならないような努力をし

ていただきたいということだけ申し上げて、

そちらには終わります。 

   地域商社に３年間にわたって七千数百万円、

そういうふうな予算が絡んだという説明なん

ですが、私も長いこと議員生活をここでして

いて、土木工事とか建築工事で何億円という

のは業者に契約したのはありますが、一民間

企業に、工事でもない何でもないそういうの

でどちらかの委託料や補助だけで３年間で

7,000万円、あるいは令和４年だけで5,000万

円になる程度のそんな大きい金額をそういう

形でやったという、どうもあまり経験がない

のであります。 

   何でそんなに一企業、これは、例えば、町

の振興公社なり町100％だったらいろいろな

ことあってこういうことになるかと、いろい

ろな状況に応じていろいろしなければならな

いと思いますが、かほくらし社というのはあ

くまでも民間企業でありますから、民間の一

企業に対してこんなに町が関わりを深く持っ

て5,000万円も7,000万円もというのは、ちょ

っと今までに類を見ないのでありますが、今

後ともこんな形が続いていくんですか、ここ

とは。この４年度決算を受けてちょっと心配

なので、お伺いしておきます。 

○東海林委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 地方創生推進

の事業でありますけれども、町の総合戦略を

受けまして町の１次・２次産業、それぞれ農

業から加工業、あるいはサービス業などの活

性化というか発展を考えまして、この事業に

取り組んだわけであります。３か年で基本的

に地域商社を設立する準備は終わったと考え

ますので、５年度以降は自立の道で頑張って

もらいたいとは考えております。 

   ただ、その中でもワインとかナッツとかと

いうところが、生産者も当然おりますし、生

産から加工、醸造というか、そういうところ

まで時間も要しますから、そういったところ

の支援は必要だろうということで、令和５年

度も農商工連携事業になっている中で支援を

しているとなっているところであります。 

○東海林委員長 「８番佐藤委員」 

○佐藤委員 自立してほしいと思います。やっぱ
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りこれからもべったり地域商社というところ

と町がいくというんじゃないかという心配が

あったものですからわざわざ聞いているんで

す。 

   もうまるっきり町がここを丸抱えしてどん

どんとつぎ込むみたいのはいかがなのかなと

思いますし、また、今、令和４年の決算です

が、アンテナショップもその商社が今すると

いう中で、アンテナショップに対する補助も

令和４年で終わりということで、やっぱり一

定の補助があるときはいいんですが、補助が

なくなると経営が苦しくなる。でも、民間企

業ですから、町の第三セクターでもありませ

んから、ここがもしアンテナショップが苦し

くなったからと町に泣きついても、町が補助

したりは私はするべきじゃないし、しちゃい

かんと思うんです。 

   そうならないでほしいんですが、補助が今

度、今年で終わったと、令和４年度で終わっ

たという中で、大抵のところがなかなか補助

が終わると非常に窮地に追い込まれるという

のが現実なんですが、まさかそのときになっ

たらそういうふうな支援というのはあり得な

いですよね。そのことを聞いてもいいですか。 

○東海林委員長 「河内副町長」 

○河内副町長 東京世田谷の三軒茶屋に、今、商

工会さんのほうでアンテナショップを運営さ

れております。コロナ禍の中でのスタートと

いうことで、経営状況につきましては、詳細

は町のほうには説明はないところでございま

すが、第三セクターであります河北町べに花

の里振興公社が出資社の一角に名を連ねてお

りますので、そちらを通しまして決算状況な

どをお聞きしております。２年分の決算が出

ているようでございますが、あんまり民間会

社ですので詳しい話もちょっといかがなもの

かなと思うんですが、大変厳しい経営をやっ

ていらっしゃるというようでございます。 

   委員おっしゃるように、民間会社でござい

ますので町が債務負担を負っているものでも

ございませんし、対外的に説明のつくような

形でこれまでも支援しているとは思っており

ますけれども、そこは公平公正にやらせてい

ただきたいと思っています。 

○東海林委員長 「８番佐藤委員」 

○佐藤委員 町の100％出資の振興公社でもない、

第三セクターでもない、民間だということを

念頭に置きながら、そういうことをしっかり

考えてほしい。町民でも心配している方もい

らっしゃいます。 

   また、県内では、アンテナショップをした

ものの国の補助が終わってやっぱり経営大変

だと、それを自治体で応援していくと長くず

ーっと応援をしなきゃならないということも

あって、見切りをつけて撤退したという例も

あります。 

   そうならないように願って、経営を頑張っ

てこれからできる様々なものが順調に推移し

ていって赤字にならないことを願っておりま

すが、あくまでも民間だということを念頭に

置いて、町として政策判断、いろいろな判断

をしていただきたいということを申し上げて、

質疑は終わります。 

○東海林委員長 以上で８番佐藤修二委員の質疑

を終わります。 

   以上で歳入全款についての質疑を終わりま

す。 

   委員長から申し上げます。 

   ここで10時30分まで休憩といたします。 

     休 憩  午前１０時１７分 

     再 開  午前１０時２９分 

○東海林委員長 休憩を解いて再開します。 

   次に、財産に関する調書についての質疑の

通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 
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   以上で財産に関する調書についての質疑を

終わります。 

   以上をもちまして、議第48号令和４年度河

北町一般会計歳入歳出決算認定についての質

疑を終わります。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （７番、12番の通告あり） 

   ７番、賛成討論ですか、反対討論ですか。

（「反対」の声あり）。12番、賛成討論です

か、反対討論ですか。（「賛成」の声あり） 

   それでは最初に、反対討論から行います。 

   「７番木村章一委員」 

○木村委員 議第48号令和４年度河北町一般会計

歳入歳出決算認定について、反対討論を行い

ます。 

   令和４年度は、令和２年度、令和３年度に

引き続き、新型コロナウイルスに打ち勝つ戦

い、特に変異する新型コロナウイルスとの戦

いで、徹底した感染封じ込めと町民の生活や

経済活動を維持する取組がなされ、新型コロ

ナ感染症から国民の生命と暮らしを守るため、

いろいろな対策に取組を続ける年度でありま

した。町長はじめ町職員の皆さんが奮闘して

いただき、深く感謝を申し上げます。 

   少子化を克服する対策では、以前に申しま

したように、考え方や取組の方向を世界標準

並みに見直し、諦めず粘り強く取り組み、子

育て世代の心に届く子育て支援と保育や教育

環境の児童強化が必要でありました。 

   保育や幼児教育で子供たちの副食費支援に

ついては、県内の多くの市町村が独自の取組

をしておりますが、河北町は取り組んでおり

ません。取り組むべきであります。 

   令和４年度から小中学生の給食費の半額支

援が取り組まれ、令和５年度からの全額支援

につながりました。 

   最上川の水害を繰り返さないための取組は、

最上川流域全体として早急な築堤や河道掘削

などの対策が動き出しています。しかし、田

井地区と谷地工業団地地域の水害対策となる

槇川への排水機場設置の計画と、当面の緊急

対策などは進んでおりません。荒小屋地区の

排水機場の対策と最上川と白水川の合流点の

堤防からの漏水を止める対策は、調査などが

進み、具体化が期待されています。 

   所得が同じ場合、協会けんぽの２倍近くに

もなる高過ぎる国保税は、協会けんぽのよう

に課税は所得割だけにして世帯割や人数割を

廃止すべきであります。 

   国保税は、就学前の子供の均等割が半額に

なる改善がありますが、町民にとってまだま

だとても高過ぎる負担であります。令和４年

度末に国保税総収入の３億2,758万円の1.36

倍、４億4,796万円にもなる基金を活用し、さ

らに一般会計からの法定外繰入れもして引下

げをすべきでありました。 

   令和４年度のふるさと納税は、13億9,324

万円の寄附をいただき、返礼品のルール変更

を克服し、単年度の差引き約７億円程度の自

主財源を獲得、さらに返礼品の提供で町内産

業振興に貢献したことは評価いたします。引

き続き、町財政として委託業者と別にふるさ

と納税の取組担当者を明確に指定し、アイデ

アと熱意を尽くしてふるさと納税を増やす奮

闘を期待します。 

   河北方式の民設民営の認定こども園の整備

事業費補助金はとても問題で、解決の取組が

なされませんでした。県内でこんな補助金は

どこにもありません。 

   ２つの認定こども園の施設建設費借入金を

全額肩代わりする補助金2,188万円は、建設当

初の法人の応募が終わって運営する者が決定

してから追加された、本来は要らないおまけ

の補助金であります。また、通常の運営収入

で、法人により返済される借入金を町が肩代

わりする、おまけでダブりの補助金でありま
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す。保育分野にお金を出すのであれば、保育

士の待遇改善や子供たちへの支援に生かすべ

きであります。一度始めたことを改めるのは

難しいかもしれませんが、大胆に見直すべき

であります。 

   住みやすく安全で安心のまちづくり、産業

が活発で楽しく働けるまちづくりを進めるこ

とが求められ、一定の努力がなされました。

新たに仕事を起こす起業支援の取組は、町内

篤志家からの寄附金活用が原動力になった国

内最強クラスの起業支援ですが、令和４年度

の活用は１件のみで、予算の３分の２が活用

されず、残念であります。起業のために町の

内外の方々が新たに町内で事業を起こす会場

をお貸しするための拠点や情報提供体制を準

備しておくことが、国内最高クラスの起業支

援制度を生かす大事な今ポイントではないで

しょうか。 

   道の駅河北は、来場者の全てが車で訪れる

道の駅にアルコール飲料のワインを作るワイ

ナリーを設置することについて、町民の大多

数が反対しました。結果として、道の駅にワ

イナリーを造ることは見直しになりましたが、

問題として、第１に道の駅にワイナリー造り

を企画したこと、第２にワイナリー中止、見

直しの判断が遅かったことであります。河北

町民は、道の駅がない無駄な期間を２年ほど

余計に過ごすことになりました。私は、町長

のリーダーシップに問題があったと指摘申し

上げます。 

   地元回帰促進住宅開発事業は、270万円を支

出した基本調査の後に、賃貸住宅の建設の問

題点と散水融雪の町道にお金がかかり過ぎる

と議会から指摘があって、方針を変更して再

検討することになっております。１戸当たり

の住宅に、ほかの事業と著しくバランスを欠

いた多額のお金が投入される事業などは、具

体的検討に入る前に町行政として政策検討の

段階でチェックされるべきでありました。こ

れも町長のリーダーシップに問題があったと

指摘申し上げます。 

   農業の起業支援では、農家レベルでの６次

産業化支援は令和４年度もありませんでした。

農閑期などを活用し農家所得を向上させる６

次産業化は、河北町内で農家が自らの農作物

を加工して自分で販売している事例は既に存

在します。しかし、新たに取り組むことはな

かなかハードルが高いようであります。テス

トキッチンなどを準備して、農家が農作物を

加工試作し産直などで販売することを支援す

る体制をつくることは、行政の果たすべき役

割であります。 

   町の会計年度任用職員などの人件費、労働

条件はまだまだ低く、抜本的な見直しが必要

であります。 

   以上、主な問題を指摘し、対案を示し、こ

の決算認定に反対するものであります。 

○東海林委員長 次に、賛成討論を行います。 

   「12番吉田芳美委員」 

○吉田委員 議第48号令和４年度一般会計決算認

定の賛成討論です。 

   新型コロナウイルス感染症の拡大の波が繰

り返される中、ウクライナ情勢を契機とした

原材料やエネルギー等の価格高騰に加え、円

安の進行がさらなる拍車をかけ、町民の生活

や日本及び世界経済に大きな影響が及ぼされ

た年でした。 

   新型コロナウイルス感染症は、７月から９

月が第７波、11月から翌年２月の第８波があ

り、町内においても学級閉鎖もありました。

コロナ変異株としてオミクロン株が流行し、

ワクチン接種も変異株への対応となり、集団

接種として実施されました。 

   こうした中、コロナ禍からの緩やかな景気

の持ち直しが続き世界的に経済が回復してき

たことから、需要への供給が追いつかなくな
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り、原材料の高騰や不足する事態に至りまし

た。さらに、ロシアのウクライナ侵攻や円安

が重なり、物価や電気、ガソリン価格が今も

高騰し続けている状況にあります。 

   このような社会情勢の中、第８次総合計画

に掲げる「輝く人・町 夢と未来へ挑戦する

まち」の実現に向け、令和４年度は、重要施

策として以下３点の取組がありました。 

   １番目、若者が選ぶまちづくり。 

   河北町に住んでもらうため、住宅購入など

を支援する持家住宅促進事業を継続するとと

もに、旧町民プール跡地を活用した地元回帰

を促進する住宅環境の整備のための調査に取

り組んでいます。 

   また、これまでも首都圏での関係人口の創

出事業や移住・定住のＰＲ、さらにコロナ禍

からの回復も相まって、移住相談件数も令和

３年度と比較して倍増しております。コロナ

感染拡大による移動制限の緩和もあり、外国

籍住民が多数転入したことと、東京、神奈川、

千葉、埼玉など都市圏からの転入も７世帯あ

りました。 

   ２として、オールかほくで応援する子育て

支援。 

   学校給食の半額助成や、かほく子育て応援

交付金を高校入学時にも５万円を交付するな

ど、子育て環境への経済的な支援の拡充を図

り、子育てしやすい環境は着実に整備されて

きております。 

   また、マタニティスクールの実施や３歳児

の弱視の検査など、母子保健事業の拡充も図

っていることは評価に値するものです。 

   ３として、新たな魅力を発信し、にぎわい

のあるまちづくり。 

   新庁舎と児童動物園を核にしたにぎわいづ

くりを進めるため、児童動物園のイノベーシ

ョンに向けた基本設計に着手しております。 

   また、道の駅河北については、令和５年度

の４月のグランドオープンを目指し、再生整

備を進めてきていましたが、受託業者との協

議が整わなかったことから、新たなリニュー

アル方針を策定し、施設の利活用を図ること

になりました。 

   これらの重要施策のほかに、新たな取組と

して、町の路線バスの見直しと併せ、高齢者

などを対象としたタクシー利用助成の試行事

業を実施し、利用者にも好評であったことな

どから、令和５年度も通年事業として実施さ

れ、町民の足として福祉の向上につながると

喜ばれております。 

   ふるさと納税寄附金についても、13億9,324

万円を全国より頂きました。町の主要な財源

として活用されております。 

   結びとして、令和４年８月に、西里の治部

橋水源地内において落雷被害があり、その後、

機能停止になりました。令和５年９月５日、

復旧の知らせを受け安堵しましたが、この施

設は、緊急事態対応施設でありながらも機能

停止情報が共有されず、復旧対応が大きく遅

れたことは否めません。再発防止策をしっか

りと行っていただきたいと申し上げます。 

   厳しい経済状況にありますが、職員皆様の

アイデアと活力で、住んでよかったまちと言

われるよう町民に寄り添った行政サービスの

向上に向け全力で取り組んでいただきたい。 

   以上のことを踏まえ、令和４年度一般会計

決算に賛成する。 

○東海林委員長 以上で討論を終結します。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり認定するに賛成の委員

の起立を求めます。 

   （起立多数） 

   賛成多数であります。 

   よって、議第48号令和４年度河北町一般会

計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定することに決定しました。 
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○東海林委員長 次に、議第49号令和４年度河北

町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （７番の通告あり） 

   確認します。７番。落ちありませんか。 

   それでは、「７番木村章一委員」 

○木村委員 156ページ、歳入の１款１項１目国保

税の収入済額３億2,758万円余りであります

けれども、この金額と、それから、260ページ

にある国保基金の額を比べると、そちらが４

億4,796万円であります。１年分の税収の何と

基金が1.36倍もあるという状況があります。 

   このことについて、私は前の年にも申し上

げましたが、いずれ県一本化の議論が始まる

ようだと、そのときにこの基金が町民に高い

税金をお願いしながら、国保加入者に高い税

金をお願いしながら、こんなお金をため込ん

でおくというのはどういうことなんだと思う

わけです。協会けんぽの２倍にもなる高い国

保税があるわけですが、このところを、例え

ば、一般会計からも一定の繰入れもしながら

協会けんぽ並みに引き下げていくということ

を町独自でも検討すべきだと思うんですが、

どう検討してきたか、お聞きしておきたいと

思います。この１点お聞きします。 

○東海林委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 国民健康保険税の特別会計

の１款１項１目の国民保険税の収入済額に対

して基金のほうが1.36倍もあるということで、

どういう考えかということのご質問でござい

ます。 

   成果に関する説明書にも記載しております

とおり、これまでの県内自治体の連絡調整会

議では、統一の検討開始を６年に一度の策定

を行う第３期山形県国民健康保険運営方針の

始まる時期であります令和12年としておりま

したが、複数の市町村から検討を早期に進め

てほしいとのご意見があったことから、現在

策定中の第２期国民健康保険運営方針、令和

６年から令和11年のものでありますが、その

始まる時期、令和６年度以降の適切な時期に

調査、検討する方向で調整されているとなっ

ております。 

   ご承知のように、平成30年度からは市町村

と県が共同で国保事業の運営に当たるとされ、

県は財政運営の責任主体の中心的役割を担っ

て、市町村は資格管理とか保険給付、保険率

の決定、賦課徴収、保健事業を行うこととし

ております。 

   現在は、各自治体の所得水準、被保険者数、

世帯数に所得シェア、いわゆる応能シェア、

あとは人数、これは応益ですけれども、それ

が反映され、さらに医療費指数が反映されて

自治体の納付金が決められております。保険

税の完全統一の前に、現在はこの医療費水準

の統一、いわゆる医療費指数を反映させない

とすることが優先とされておりますが、この

医療費水準に反対している自治体もございま

す。 

   そのようなことから、いつから保険税水準

が統一されるかは、現在のところ未定となっ

ているところでございます。 

   現在の基金残高は、先ほど木村委員おっし

ゃったように、決算書の260ページに記載のと

おり４億4,796万円となっております。国民健

康保険税につきましては、県から市町村ごと

に標準税率が示されますが、本町におきまし

ては、平成30年度から保険税の改定は行わず、

納付金の不足分はこの基金を活用して予算を

計上しているところでございます。 

   しかし、当初予算編成時には、歳入は少な

く歳出のほうは多く計上することから、令和

４年度の当初では、基金を3,900万円取り崩す

という予算書を作成しておりましたが、決算
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では2,550万円を取り崩し、さらには剰余金と

して2,500万円を積み立てることになりまし

たので、基金の減少は50万円程度しか減らな

かったということになったところです。 

   国保の被保険者につきましては、低所得者

には軽減制度がありまして、保険の仕組みが

異なるとはいえ、委員おっしゃるように税が

大きな負担になっていると認識しているとこ

ろでございます。 

   そのようなことから、基金は最低幾ら必要

なのか、からの算定、あとは残りの基金を何

年間にわたって被保険者に還元するのかの検

討が必要となっております。例えば、３年間

をぐっと引き下げる場合、５年間にする場合、

10年間で平準化する場合など、また引上げ後

には必ず引上げが必要になることから、その

ときの被保険者の負担などを考慮しながら、

今後の保険税の統一と併せて一緒に検討して

いかなければならないと思っているところで

ございます。以上です。 

○東海林委員長 「７番木村委員」 

○木村委員 国保税の県一本化案が何か前倒しに

なってきたということと、国保基金の残高が

令和４年度は3,600万円ほど減る予算だった

わけですが、それが50万円減という程度で、

頑張って国保税の基金減らないようにという

努力がそうなっているわけですけれども、こ

れをやっぱり高い国保税で非常に大変な思い

をなさっている国保加入者に還元すべきだと

思うんです。 

   まずは、全体を一気に還元していくという

よりは、少し余裕を持った形ででも１回やっ

て、そこから状況を見て、さらにもう１段下

げていくなどというようなこともあるかもし

れませんが、とにかく無駄にも大きい基金を

ちゃんと国保加入者に還元すべきだと、この

ことを繰り返し申し上げて、私の質疑を終わ

ります。 

○東海林委員長 以上で７番木村章一委員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり認定するに賛成の委員

の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第49号令和４年度河北町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

○東海林委員長 次に、議第50号令和４年度河北

町西里財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり認定するに賛成の委員

の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第50号令和４年度河北町西里財

産区特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

○東海林委員長 次に、議第51号令和４年度河北

町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題とします。 
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   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり認定するに賛成の委員

の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第51号令和４年度河北町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、原案のとおり認定することに決定いた

しました。 

○東海林委員長 次に、議第52号令和４年度河北

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （８番の通告あり） 

   確認します。８番。落ちありませんか。 

   それでは、「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 １点だけです。ページは206ページ、

１款分担金１項負担金の１目受益者負担金で

あります。滞納繰越が結構受益者負担金、た

くさんあります。現年度分が14万9,360円の収

入未済額があるにもかかわらず、滞納繰越分

が、収入済額が６万8,700円ということは増え

ていくと。いつも言うのでありますが、現年

度分の金額以上に滞繰分を預けて収入済額に

していかないと、必ずたまっていくことにつ

ながっていきますので、ぜひここをもう少し、

もちろん現年度分を減らす努力と、滞納繰越

分を理解してもらって町民の方から納めてい

ただく努力をしていかなければならないんじ

ゃないかなあと思うんでありますが、その点

についての課長のお答えをひとつ。 

   それから、受益者負担金についてでありま

すが、自治体が持っている代表的債権の中の

下水道料金、公法上の債権は消滅時の時効の

期間が５年になっていて、時効の援用につい

てはなしとなっているわけでありますが、そ

の使用料はそういう理解を私していたんです

が、受益者負担についてはどういう、援用に

ついてはどのように理解すればいいんですか。

その点についてお尋ねします。 

○東海林委員長 「大泉上下水道課長」 

○大泉上下水道課長 お答えします。 

   206、207ページ、１款１項１目公共下水道

受益者負担金の収入未済額の大きいという部

分の点では、滞納繰越分というご指摘の部分

であります。 

   受益者負担金については、先ほど委員から

もあったように、現年分を確実に徴収して、

滞納分を過年度分に持っていかないようにと

いった取組は、その点は頑張ってやっている

ところであります。 

   また、滞納繰越分の未納分という部分では、

実務といたしましては、やはりいろいろな業

務の中で対応している状況もありまして、今

の取組としては、年１回、関係者に対してお

手紙を送付して納付を依頼しているといった

部分の取組だけという部分も聞いているとこ

ろでありますので、その部分につきましては、

今後、そういった滞納繰越分の収納率を上げ

るためにおいても、そういった部分について、

どういった形で取り組めば収納率向上につな

げられるのかという部分は、しっかり研究し

ていきたいなと思っております。 

   あと受益者負担金の公債権、私債権という

お話の中で、下水道使用料という部分が公債

権ということで受益者負担金はどうなるのか

という部分のご質問に対してなんですけれど
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も、下水道の受益者負担金につきましても、

公債権というところで都市計画法で定められ

た受益者負担金ということで、下水道の使用

料、または税と同じように時効が５年という

制度になっております。以上です。 

○東海林委員長 「８番佐藤委員」 

○佐藤委員 ということは、援用はないというこ

とが分かったものです。 

   課長の答弁の中にありました、今まで年１

回のそういったことをまた改めて研究して対

応したいということですので、もう少し頑張

られるように期待して、次の結果を待ちたい

と思います。 

   質疑は終わります。 

○東海林委員長 以上で８番佐藤修二委員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり認定するに賛成の委員

の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第52号令和４年度河北町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

は、原案のとおり認定することに決定いたし

ました。 

○東海林委員長 次に、議第53号令和４年度河北

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり認定するに賛成の委員

の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第53号令和４年度河北町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定することに決定いたしました。 

○東海林委員長 次に、議第54号令和４年度河北

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり認定するに賛成の委員

の起立を求めます。 

   （起立多数） 

   賛成多数であります。 

   よって、議第54号令和４年度河北町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

は、原案のとおり認定することに決定しまし

た。 

○東海林委員長 以上で本日の日程は全部終了い

たしました。 

   本日はこれで散会いたします。 

   明日９月14日は午前９時までご参集願いま

す。 

   お疲れさまでした。 

         午前１１時０６分  延 会 
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